
 

募 集 要 領 

 

１ 概 要 

  「ＹＹのりものフェスタ２０２３」における臨時売店出店業者を次のとおり募集

する。 

 

２ 応募資格 

（１）防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）又は同等の資格を有すること。 

（２）日本国籍を有し、日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊するこ

とを主張する団体等、その他を結成し又は加入し若しくは協力していないことを

証明又は誓約し、若しくは保証できること。 

（３）商業施設等で店舗を持ち、継続的かつ日常的に営業していること。 

 

３ 店舗設置場所 

  神奈川県横須賀市西逸見町１丁目無番地 

  海上自衛隊横須賀地方総監部地区岸壁付近 

 

４ 出店条件 

（１）出店方法 

国有財産法第１８条第６項に基づく、行政財産の使用許可により出店する。 

（２）出店日 

   令和５年６月３日（土）、４日（日） 

（３）出店予定数等 

  ア 店舗数 

    ５店舗（物販３店舗、飲食店２店舗） 

イ １店舗あたりの使用面積 

３２．０㎡（横８ｍ×縦４ｍ） 

（４）出店位置 

   出店業者決定後、指示する。 

（５）出店販売品 

   物販(グッズ等)又は飲食物（販売を認めない物は仕様書に記載） 

（６）その他 

   災害発生時、著しい気象状況の悪化が予想される又は新型コロナウィルス感染

拡大等により中止する場合があるほか、別添仕様書のとおり。 

 

 



５ 使用料等 

国有財産使用料 

一日あたり、１３，０００円程度 

６ 応募手続き等 

（１）申請書等の提出 

   設置を希望する者は、次の書類を期限までに提出すること。 

   なお、提出された書類は、返却しない。 

  ア 提出書類 

  （ア）申請書１部（別紙様式第１） 

  （イ）会社概要１部（別紙様式第２） 

  （ウ）その他関係書類各１部 

    ａ 業務確約書（別紙様式第３） 

    ｂ 戸籍謄本（法人である業者にあっては、登記簿謄本） 

    ｃ 営業経歴書、決算報告書（直近のもの。） 

    ｄ 法人税又は所得税に関する納税証明書（直近のもの。）  

    （注）防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）を有する者に限り、「資 

      格決定通知書」の写を、ｂ、ｃ及びｄに定める書類に代えること 

      ができる。  

  （エ）企画提案書１部 

     以下の事項について、必ず記載又は資料を添付すること。 

    ａ 主な販売予定商品・販売価格表（別紙様式第４） 

    ｂ 従業員管理（身元管理、健康管理等）及び人員配置 

    ｃ ゴミ・廃棄物の処分方法 

    ｄ クレーム・要望等が発生した場合及び事故・トラブル発生時の対 

     処方法 

    ｅ 新型コロナウィルス感染対策 

    ｆ その他（アピールポイント等（カタログ可）） 

  （オ）誓約書１部（別紙様式第５） 

  （カ）使用する機材及び消火器等１部（別紙様式第６） 

  （キ）従業員等一覧名簿（別紙様式第７） 

  イ 提出期限 

    令和５年３月３１日（金）午後１２時まで。 

  ウ 提出先 

    海上自衛隊横須賀地方総監部管理部厚生課（担当：厚生係長） 

    〒２３８－００４６ 神奈川県横須賀市西逸見町１丁目無番地 

    電話０４６－８２２－３５００（内線２２６７） 

 



（２）応募者の失格 

   次のいずれかに該当する行為があった場合は、失格とする。   

  ア 期限を過ぎて書類が提出された場合 

  イ 書類等が募集要領に記載されている事項を満たさない場合 

  ウ 書類等に虚偽の記載があった場合 

  エ 審査の公平性に影響を与える行為があったと認められる場合 

  オ その他、違反と認められる場合 

（３）その他 

   提出書類の変更（修正、差し替え、削除、追加）を禁止する。また、日付は全 

て記入すること。 

 

７ 選考の方法 

  企画提案書（別紙様式第８）等に基づき、書類選考による総合的審査の上、出店

業者を決定する。決定業者については、令和５年４月７日（金）～４月１４日（金）

の間、横須賀地方隊公式ホームページ上で発表する予定の他、出店決定業者につい

てのみ個別に通知する。 

 

８ 出店業者決定後の手続き等 

（１） 申請書等の提出 

       出店業者決定後、出店業者のみ次の書類を期限までに提出すること。 

ア 提出書類 

（ア）国有財産使用申請書１部（別紙様式第９） 

  （イ）誓約書１部（別紙様式第１０） 

  （ウ）役員等名簿１部（別紙様式第１１） 

イ 提出期限 

  出店決定業者についてのみ個別に通知する。 

（２） その他 

    提出書類について記入漏れ等ないよう送付前に確認すること。 

 

 


